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本計画において使用する用語の定義は、それぞれ以下のとおりとする。 

 

マンション 

 マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成 12 年法律第 149 号。以下

「マンション管理適正化法」という。）第２条第１号に規定するマンション 

（いわゆる分譲マンション） 

区分所有者等 

マンション管理適正化法第２条第２号に規定するマンションの区分所有者等 

管理不全 

 マンションの維持・管理や修繕が適切に行われず、外壁が落下するなど周辺に

も悪影響を与えている状態 

管理不全の兆候 

管理運営における体制の未整備や資金不足等により、マンションの維持・管理

が適切に行われておらず、そのまま放置すると管理不全に陥るおそれがある状態 

高経年マンション 

建築後相当の年数を経たマンション 

老朽マンション 

建築後相当の年数を経ることなどにより、躯体や設備の劣化、性能や機能の陳

腐化が進行したマンション 

 修繕 

 劣化した建築物全体又はその部分の性能及び機能を実用上支障のない状態まで

回復させること。 

 改修 

 劣化などした建築物全体又はその部分の性能及び機能を初期の水準以上に向上

させること。 

 再生 

 改修、建替え又は敷地売却のいずれかを実施すること。 
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 東京においてマンションは、都民の主要な居住形態として広く普及しており、都民

に不可欠な生活の基盤であると同時に、都市や地域社会を構成する重要な要素となっ

ている。その一方で、現在、建物の老朽化と居住者の高齢化という「二つの老い」が

進行し、今後、管理組合の機能低下などによって管理不全に陥る可能性が指摘されて

おり、一たびマンションが管理不全に陥れば、周辺環境にも深刻な影響を及ぼすおそ

れがある。 

 こうした事態を引き起こすことなく、安心して暮らし続けられる住環境が形成され、

「『未来の東京』戦略ビジョン」（令和元(2019)年 12 月公表）で示された「誰もが集

い、支え合う居場所・コミュニティが至る所に存在する東京」という 2040 年代に目

指す東京の姿を実現するため、長期的な視点に立って、マンションの適正な管理や円

滑な再生の促進を図る施策を推進し、都民の豊かな住生活を支える安全で良質なマン

ションストックを形成していくことが必要である。 

 今後、人口減少や高齢化が進行する中において、高経年マンションの急増が見込ま

れている中、良質なマンションストックを形成するためには、こうした老朽マンショ

ンにおいて、その建物の状況等に応じて、管理組合による十分な検討と、それを踏ま

えた意思決定により、修繕・改修による建物の長寿命化や建替え・敷地売却による再

生の道が適切に選択されていくことが重要である。 

 都は、平成 31(2019)年３月に、マンションの管理不全を予防し、適正な管理を促進

することなどにより、良質なマンションストックの形成等を図り、都民生活の安定向

上及び市街地環境の向上に寄与することを目的とする、東京におけるマンションの適

正な管理の促進に関する条例（平成 31 年東京都条例第 30 号。以下「マンション管理

条例」という。）を制定した。 

 このマンション管理条例の目的の実現と、老朽マンション等の円滑な再生の促進に

向けて、施策を具体化し、その中長期的な目標を設定するとともに、国や区市町村、

関係団体などの多様な主体や、まちづくり、防災、福祉など関連する政策分野との連

携を図ることにより、施策を総合的かつ計画的に推進するため、令和２(2020)年３月

に本計画を策定した。 

  

第 1 章 

計画策定に当たって 

  
１ 計画策定の背景と目的 
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 本計画策定以降、新型コロナウイルス感染症をはじめとした社会経済情勢の変化、

深刻さを増す気候変動の影響や国におけるマンション管理適正化法の改正等、これま

でのマンション施策に大きな影響を及ぼす要因が生じた。また、マンション管理条例

に基づく管理状況届出制度が開始されたことにより、個々のマンションの管理状況が

明らかになってきた。都民の働き方や住宅に対する価値観等の大きな変化に対応し、

新たな日常に対応した住まい方の実現に向け、明らかとなったマンションを巡る新た

な課題について、時機を逸することなく柔軟かつ的確に対応するため、上位計画の策

定および５つの視点から本計画の一部を改定する。 

 

「『未来の東京』戦略」や新たな「住宅マスタープラン」の策定 

成長と成熟が両立した未来の東京に向けて、高齢者、障害者、ひとり親世帯等の居

住の安定の確保に加え、住宅における災害対策、空き家対策、マンション施策、住宅

団地の再生等の各分野において、社会の成熟化に対応した施策を強化するとともに、

ＤＸ1の導入等による新たな日常の実現、住宅市街地のゼロエミッション化など、成長

に向けた新たな施策の展開を図っていく。このため、「『未来の東京』戦略2」で示され

た目指すべき様々なビジョンを踏まえ、令和４(2022)年３月に「東京都住宅マスター

プラン」が策定された。新たな住宅マスタープランで示した 2040 年代のあるべき姿

の実現に向け、2030 年度に向けた施策展開の方向性、具体的な施策、政策指標等を提

示し、マンション施策を戦略的に展開していく。 

 

住宅市街地のゼロエミッション化の推進 

都は、2050 年までの「ゼロエミッション東京3」の実現のため、都内の温室効果ガス

排出量について 2030 年までに 50％削減（2000 年比）することを目指した全庁的な取

組を推進しており、住宅市街地におけるマンション、とりわけ既存マンションの環境

性能の向上を図る取組を進めていく。 

 

新たな日常に対応したマンション施策の実現 

新型コロナウイルス感染症は、都民の健康や暮らし、事業活動に対し重大な影響を

及ぼしており、都民の価値観や働き方、住宅の在り方に加え、居住地の選択行動等も

大きく継続的に変容する可能性がある。こうした状況を的確に把握し、新たな日常に

対応したマンション施策につなげていく。 

 

                                                   
1 DX: Digital Transformation の略。デジタル技術を浸透させることで人々の生活のあらゆる面でより良い方向

に変化させるという概念 
2 「未来の東京」戦略：目指す 2040 年代の東京の姿である「ビジョン」を提示し、ビジョン実現への 2030 年に

向けた「戦略」と戦略実行のための「推進プロジェクト」、具体的な施策である「３か年のアクションプラン」

を定め、都の行政分野の全般にわたって政策の方向性を示した、都政の新たな羅針盤となるもの 
3 ゼロエミッション東京：都が 2019 年５月に行った、世界の平均気温上昇をよりリスクの低い 1.5℃に抑えることを

追求し、2050 年までにＣＯ２排出実質ゼロに貢献するとの宣言。2019 年 12 月には「ゼロエミッション東京戦

略」を策定し、ゼロエミッション東京の実現に向けたビジョンと具体的な取組を示している。 

２ 令和４(2022)年３月の改定について 
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ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の導入 

東京の成長を支える基盤であるＤＸについて都民の住生活への定着を図るととも

に、ＤＸを活用してマンション施策を効率化する手法も取り入れ、都民等への情報提

供を拡充していく。 

 

マンション管理適正化法等の改正を踏まえた新たな施策の展開 

マンション管理適正化法に基づくマンション管理適正化推進計画の作成や管理計

画認定制度の普及を図るため、区市によるマンションの管理の適正化に向けた主体的

な取組を支援する。また、マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成 14 年

法律第 78 号。以下「マンション建替円滑化法」という。）の改正を踏まえた新たな建

替え等の支援を展開する。 

 

管理状況届出制度の開始によって把握した情報の活用 

届出によって把握した個々のマンションの管理状況に関する情報等を基に、今後の

マンション施策を適切かつ効率的に展開し、管理の適正化や円滑な再生を促進する。 
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本計画は、マンション管理条例第４条第１項の規定に基づいて策定するものであり、

マンション管理条例の目的の実現に向けた基本的施策を具体化し、推進するための総

合的な計画である。また、都が、長期的かつ広域的な視点に立って、マンション施策

を推進するための基本となる計画であるとともに、区市町村が地域の実情に応じたマ

ンション施策を立案・実施する際の指針ともなるものである。 

本計画は、「東京都住宅マスタープラン1」を上位計画とし、マンション施策に関す

る分野別計画として位置付けるとともに、「『未来の東京』戦略」、「都市づくりのグラ

ンドデザイン2」との整合を図るものとする。 

また、「東京都耐震改修促進計画3」、「防災都市づくり推進計画4」など、関連する他

の計画との整合・連携を図るものとする。 

加えて、マンション管理適正化法第３条の２第１項に規定する町村部の区域に適用

する「マンション管理適正化推進計画」については、本計画の第５章に位置付ける。 

なお、平成 28(2016)年３月に、都は「良質なマンションストックの形成促進計画5」

を策定しているが、当該計画における目標と具体的な施策展開の内容を本計画へ発展

的に移行させることにより、引き続き、良質なマンションストックの形成に向けた施

策推進を図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 東京都住宅マスタープラン：東京都住宅基本条例に基づいて策定され、住宅施策を総合的かつ計画的に推進する

ための基本となる計画。住生活基本法（平成 18 年法律第 61 号）に基づく住生活基本計画の都道府県計画とし

ての性格も併せ持つ。 
2 都市づくりのグランドデザイン：平成 29(2017)年９月に策定。平成 28(2016)年９月に東京都都市計画審議会から

示された答申「2040 年代の東京の都市像とその実現に向けた道筋について」を踏まえ、目指すべき東京の都市

の姿と、その実現に向けた都市づくりの基本的な方針と具体的な方策を示す行政計画 
3 東京都耐震改修促進計画：建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第 123 号）第５条第１項の規

定に基づき策定するものであり、地震による建物倒壊等の被害から都民の生命と財産を保護するとともに、首

都機能を維持するため、都内における住宅や建築物の耐震化を計画的かつ総合的に推進し、災害に強い東京を

実現することを目的としている。 
4 防災都市づくり推進計画：東京都震災対策条例第 13 条に基づき、防災都市づくりを推進するため、都が定める

計画。災害に強い都市の早期実現を目指し、市街地火災の延焼を防止する延焼遮断帯の整備、木造住宅密集地

域等の防災上危険な市街地の整備等について、基本方針を定めるとともに、具体的な整備プログラムを定めて

いる。地域危険度が高く、かつ、特に老朽化した木造建築物が集積するなど、震災時の大きな被害が想定され

る地域を「整備地域」に、また、整備地域の中から、基盤整備型事業等を重点化して展開し早期に防災性の向

上を図ることにより、波及効果が期待できる地域を「重点整備地域」に指定している。 
5 良質なマンションストックの形成促進計画：平成 27(2015)年９月の東京都住宅政策審議会答申「東京におけるマン

ション施策の新たな展開について」を踏まえ、平成 28(2016)年３月に策定。安全で良質なマンションストック

の形成を目指して、施策を総合的かつ計画的に推進するための計画。2040 年代を見据えた、目指すべきマンシ

ョン居住の将来像を描き、その実現に向けた 10 年間（平成 28 年度から平成 37 年度まで）の目標と施策展開を

示した。 

３ 計画の性格と位置付け 
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本計画は、令和４(2022)年３月の東京都住宅マスタープランの改定を踏まえ、2040

年代を見据えた目指すべき東京のマンション居住の将来像を描き、その実現に向けた

今後 10 年間（令和３(2021)年度から令和 12(2030)年度まで）の目標と施策展開につ

いて定める。 

本計画では、目標の達成状況を定量的に測定し、施策の効果などについて検証を行

っていくため、「政策指標」を設定する。また、住宅市場の動向や問題の発生を観測

し、要因の分析や対応策の検討を行うため観測・実況指標を設定する。 

設定に当たっては、都民等に対し、施策の効果が分かりやすく伝わることを意識す

るとともに、原則として、統計データなどによる現状把握やフォローアップが可能な

項目とする。 

また、主要な施策については、令和３(2021)年度からの５か年の年次計画を示し、

その工程を明らかにする。 

なお、第５章に定める「東京都マンション管理適正化推進計画」の計画期間につい

ては、令和４(2022)年度から令和８(2026)年度までとする。 

 

４ 計画期間等 



 

7 

 

東
京
が
目
指
す
マ
ン
シ
ョ
ン
居
住
の
将
来
像 

 

第
２
章 

第２章 東京が目指すマンション居住の将来像 

 

 

  

本格的な少子高齢・人口減少社会の到来 

■ 東京の人口は、1,400 万人を超え、今後もしばらくは増加を続けるものの、

2025 年頃をピークに減少に転じ、2040 年代には 1,300 万人程度を維持してい

るが、2060 年には約 1,198 万人にまで減少すると予測されている。 

■ 2020 年には約 23％であった高齢化率（人口に占める老年人口の割合）は、

2050 年代には 30％を超えるなど、高齢化が一層進行すると見込まれている。 

■ 世帯数は、2035 年頃をピークに減少すると見込まれている。 

■ 高齢化の進行に伴い、世帯主が 65 歳以上の高齢世帯の増加が見込まれる。65

歳以上の一人暮らし世帯は、2020 年の 89 万世帯から 2040 年代には 110 万世帯

を超え、2050 年には 120 万世帯に増加する。また、2060 年には高齢世帯の 46％

が一人暮らし、そのうち 75 歳以上が６割を超えると予測されている。 

 

【年齢階級別人口と高齢化率の推移】

 

（資料）令和 22（2040）年までは総務省統計局「国勢調査」、 

    総務局「東京都世帯数の予測」（平成 31 年３月発行）を基に作成 

（備考）1 令和 27（2045）年以降は政策企画局計画部による予測値 

    2 単位未満の四捨五入等により、内訳の合計が総数と一致しない場合がある。  
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※本節における各データ及びグラフは、特に記載がない限り、都内を対象としたものである。 
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１ マンションを取り巻く状況※

 




